
蒙
文
直
謬
瞳
に
お
け
る
白
話
に
つ
い
て

ー
ー
ー
元
典
章

お

ぼ

元
典
章
の
文
瞳
が
複
雑
な
要
素
よ
り
成
り
、

な
り
質
を
異
に
す
る
こ
と
は
、
も
は
や
常
識
で
あ
っ
て
よ
い
の
に
、

い
ま
な
お
必
ず
し
も
そ
う
で
な
い
。
お
よ
そ
著
述
や
論
文
で
元
典
章

一
般
の
中
国
文
と
か

を
引
用
す
る
も
の
に
は
、
正
常
な
中
園
文
と
同
じ
卒
面
で
讃
も
う
と

す
る
こ
と
に
起
因
す
る
、
ひ
ど
い
句
讃
の
誤
り
が
つ
き
も
の
で
あ
る
。

王
暁
侍
氏
の
輯
録
す
る

「
元
明
清
三
代
禁
致
小
説
戯
曲
資
料
」
(
一

九
五
八
年
七
月
、
作
家
出
版
社
刊
〉
の
ご
と
き
は
、
そ
の
最
も
は
な

は
だ
し
い
例
で
あ
ろ
う
。

元
典
章
の
文
櫨
は

一
お
う
二
種
に
分
か
た
れ
る
。

一
は
漢
文
吏
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膿
韓
、
他
は
蒙
古
文
直
課
瞳
で
あ
っ
て
。
前
者
に
つ
い
て
は
、
吉
川

幸
衣
郎
博
士
の
論
文
が
そ
な
わ
っ
て
い
る
か
ら
、
つ
い
て
見
ら
れ
た

い
(
東
方
皐
報
第
二
十
四
冊
「
元
典
章
に
見
え
た
漢
文
吏
般
の
文

憧
」
)
。
つ
ぎ
に
、
後
者
の
蒙
古
文
直
曹
瞳
の
部
分
で
あ
る
が
、
周
知 え

カ2

き

田

中

謙

の
と
お
り
、
こ
れ
は
讃
者
を
最
も
苦
し
め
る
も
の
で
あ
り
、
し
か
も

そ
れ
ら
の
部
分
は
か
な
り
大
き
な
比
重
を
占
め
て
い
る
。
元
典
章
が

そ
の
重
要
さ
を
認
識
さ
れ
な
が
ら
、
現
在
ま
で
一
般
に
は
あ
ま
り
利

用
さ
れ
ず
に
来
た
原
因
も
、
買
は
こ
の
部
分
の
難
解
さ
に
あ
る
と
い

噌

E
ム

E
U
 

っ
て
よ
か
ろ
う
。

つ
い
で
に
告
白
す
る
な
ら
、
門
外
漢
で
あ
る
筆
者

が
元
典
章
に
ひ
か
れ
た
ゆ
え
ん
も
「
買
は
こ
れ
ら
を
主
と
す
る
白
話

を
用
い
た
部
分
に
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
中
書
省
官
の
上
奏
に
こ
た

え
た
蒙
古
皇
帝
の
聖
旨
に
、

大
都
的
及
這
裏
的
。
省
部
諸
衛
門
裏
勾
嘗
裏
行
的
。
不
早
来
晩

散
怠
慢
阿
。
打
了
勾
賞
一
袋
交
出
去
者
。

(
典
章
新
集
、
朝
綱
、
早
豪

晩
散
)

大
都
(
の
)
お
よ
び
ζ

こ
|
腹
裏
、
す
な
わ
ち
聖
書
省
直
轄
医
|
の
省
・

部
関
係
の
諸
官
聴
で
職
務
を
執
る
も
の
が
、
早
く
出
動
し
お
そ
く
退
麟
す
る
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こ
と
を
せ
ず
に
怠
け
た
な
ら
、
打
っ
て
職
務
よ
り
出
て
ゆ
か
せ
よ
。

と
あ
る
よ
う
に
、
勤
務
吠
躍
の
わ
る
い
公
務
員
に
封
し
て
の

罰
す
る
」
と

い
う
語
に
代
る
「
打
」
字
に
象
徴
さ
れ
士
、
こ
の
具
櫨

性
、
こ
の
生
ま
生
ま
し
さ
こ
そ
、

一克
典
準
の
魅
力
な
の
で
あ
る
。
も

っ
と
も
、
右
の
場
合
は
、
原
文
に
用
い
ら
れ
る
蒙
古
語
白
樺
が
素
朴

で
、
お
そ
ら
く
「
慮
罰
す
る
」
と
い
う
語
奨
が
な
か
っ
た
||
「
打

つ
」ー

「
麗
罰
す
る
」

を
意
味
し
た
か

l
!と
い
う
の

が
た
だ
ち
に

が
、
異
相
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
。

も
う
一
つ
例
を
穆
げ
よ
う
。
た
と
え
ば
、
あ
る
時
申
書
省
官
が

中
書
省
を
経
由
せ
ず
に
上
奏
し
て
独
得
さ
れ
た
聖
旨
の
回
迭
に
困

り
、
皇
帝
に
つ
ぎ
の
如
く
申
し
い
れ
た
。

:
:
似
這
般
千
碍
俺
的
勾
富
。
不
棟
誰
奏
阿
。
数
行
的
時
分
。

俺
在
根
底
有
。
俺
根
底
商
量
了
数
行
町
。
展
嶋
的
不
頻
煩
可
憐
見

町
。
這
言
語
必
閥
赤
毎
根
底
読
興
町
。
窓
生
。

(山
内
意
四
、
明
綱、

奏
事
経
由
中
書
省
)

か
よ
う
に
わ
た
く
し
ど
も
に
闘
係
す
る
こ
と
を
、
誰
で
あ
ろ
う
と
上
奏
し

ま
し
た
場
合
、
そ
れ
を
質
施
さ
せ
た
ま
う
時
に
は
、
わ
た
く
し
ど
も
が
お
そ

ば
に
い
る
の
で
す
、
わ
た
く
し
ど
も
に
相
談
し
て
泊
施
さ
せ
た
ま
い
、
ま
わ

り
ま
わ
っ
て
た
び
た
び
お
上
を
煩
わ
し
て
思
召
し
を
頂
戴
し
な
い
よ
う
に

し
、
こ
の
お
言
葉

(邸吉
田
を
さ
す
)
を
ピ
ゼ

ク
チ
|
書
記
官
ー
た
ち
に
申
し

わ
た
す
よ
う
に
い
た
せ
ば
い
か
が
で
し
ょ
う
。

ー寸

~ 

す
る
と
、
皇
帝
は
回
答
し
た
。

索
甚
慶
那
般
説
。
必
閤
赤
毎
根
底
説
了
。
各
枝
児
泉
宮
人
毎
根

底
都
読
輿
者
。
但
凡
這
般
合
干
碍
程
的
勾
首
。
他
毎
休
奏
者
。
只

数
億
奏
者
。

そ
ん
な
こ
と
な
ど
い
う
に
お
よ
ば
ん
。

ピ
ゼ
ク
チ
ら
に
申
し
つ
け
て
、
各

部
門
の
宮
人
ら
に
み
な
告
げ
よ
。
お
よ
そ
こ
の
よ
う
に
そ
の
方
ら
に
閥
係
す

べ
き
こ
と
は
、
か
れ
ら
に
上
奏
さ
せ
ぬ
よ
う
。
そ
の
方
た
ち
だ
け
に
上
奏
さ

せ
る
よ
う
に
。

こ
れ
ら
の
直
禅
髄
の
表
現
に
は
、
申
書
省
官
の
皇
帝
に
封
す
る
や

や
非
難
が
ま
し
い
口
吻
と
か
、
皇
帝
の
少
し
く
恐
縮
し
て
い
る
よ
う

な
感
情
の
動
き
と
か
が
、
な
ん
と
な
く
侍
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
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主
と
し
て
、
前
者
に
お
け
る
「
俺
在
根
底
有
」
、
後
者
に
お
け
る
「
索

甚
刷
出
那
般
説
」
と
い
う
、
白
話
な
れ
ば
こ
そ
の
挿
入
句
に
も
と
づ
く

で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
「
大
元
海
運
記
」
上
の
あ
る
隙
に
、

上
回
。
安
用
如
此
言
。
止
以
朱
張
二
人
運
之
。

と
い
う
、
皇
帝
の
こ
と
ば
が
見
え
る
が
、
そ
の
首
句
も
、
ヶ

l
ス
と

そ
遭
う
が
、
上
の
「
索
甚
股
那
般
説
」
を
文
言
に
お
き
か
え
た
も
の

と
い
え
よ
司
つ
。
こ
れ
と
て
も
「
大
一
万
海
運
記
」
な
れ
ば
こ
そ
残
り
得

た
の
で
、
こ
の
よ
う
に
細
か
な
感
情
の
動
き
を
伴
え
る
に
す
ぎ
な
い



こ
と
ば
は
、
正
常
の
文
言
文
で
は
し
ば
し
ば
切
り
捨
て
ら
れ
が
ち
で

あ
る
。
し
か
も
、

そ
う
い
う
こ
と
ば
こ
そ
、
そ
の
曾
話
に
血
を
通
わ

せ
、
そ
の
曾
話
を
つ
つ
む
空
気
や
、

そ
の
ほ
か
附
帯
的
な
さ
ま
ざ
ま

の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
讃
者
に
停
え
て
く
れ
る
。
直
課
瞳
の
部
分
の
魅
力

は
、
買
に
そ
う
し
た
黙
に
あ
る
。

と
こ
ろ
で

こ
れ
ら
の
直
課
韓
の
部
分
に
は
、
同
期
の
俗
語
文
事

を
よ
円
か
な
れ
た
眼
に
は
少
し
く
異
常
な
白
話
の
語
嚢
乃
至
表
現
が
含

ま
れ
て
い
る
。

こ
こ
に
は
そ
れ
ら
の
代
表
的
な
も
の
若
干
を
え
ら

び
、
礼
記
の
か
た
ち
を
か
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
に
お
け
る
用
法
の

差
遣
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
お
も
う
。

不
・
・
・
・
・
・
那
甚
慶

元
朝
の
皇
帝
が
道
観
寺
院
に
輿
え
た
聖
旨
の
白
話
碑
は
、
周
知
の

ご
と
く
、
か
な
り
多
数
残
存
す
る
が
、
そ
の
末
尾
の
部
分
に
は
、
み

な
申
し
あ
わ
せ
た
よ
う
に
「
他
不
伯
那
甚
慶
」
と
い
う
表
現
が
見
え

る
。
た
と
え
ば
、

更
這
和
尚
毎
道

ω

町
。
他
毎
不
伯
那
甚
腔
。 有

聖
旨
。

慶
遁
無
瞳
例
勾
嘗
休
倣
者
。
倣

(
紫
陽
洞
林
寺
聖
旨
碑
|
|
奈
美
彪
絹
「
元
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代
白
話
碑
集
録
」
枚
)

ま
た
、
こ
の
借
侶
た
ち
は
、
「
聖
旨
が
あ
る
」
と
い
っ
て
、
無
法
な
こ
と

を
し
て
は
な
ら
ぬ
。
す
れ
ば
、
か
れ
ら
は
痛
い
め
に
あ
う
ぞ
。

こ
の
表
現
は
白
話
碑
に
集
中
的
に
現
わ
れ
る
が
、
も
ち
ろ
ん
典
章

中
に
も
用
例
ハ
た
と
え
ば
典
章
五
、
蓋
綱
、
整
治
牽
綱
〉
が
あ
る
し、

ま
た
類
似
の
構
文
は
、
典
章
・
白
話
碑
を
通
じ
て
つ
ぎ
の
如
く
指
摘

y

せ
ら
れ
る
。

道
人
毎
内
中
。
不
喫
酒
肉
無
妻
男
底
人
。
告
天
者
。
不
是
那
般

底
人
。
喫
酒
喫
肉
有
妻
男
町
。
仙
孔
入
合
識
。
紘
不
棟
揮
出
来
那

甚
度
。

(
態
度
重
陽
寓
寄
宮
聖
旨
碑
|
|
「
元
代
白
話
碑
集
録
L

牧
)

道
士
た
ち
の
う
ち
、
酒
肉
を
食
わ
ず
妻
子
の
な
い
も
の
が
、
天
に
祈
れ

よ
。
そ
う
で
な
い
も
の
、
酒
を
飲
み
肉
を
食
い
妻
子
を
も
て
ば
、
仙
孔
八
合

議
(
奈
美
彪
氏
に
説
あ
り
、
「
元
代
白
話
碑
集
録
」
三
頁
を
参
照
せ
よ
)
よ
、

そ
ち
が
選
別
す
べ
き
で
あ
る
。
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那
底
。
俺
不
是
功
徳
主
那
是
腰
。
(
汲
腕
脚
北
極
観
務
旨
碑
、
同
上
)

そ
れ
(
上
文
に
列
摩
さ
れ
た
三
つ
の
道
観
)
は
、
わ
た
し
が
功
徳
主
|
|

施
主
じ
ゃ
な
い
か
(
是
H
甚
)
。

近
嬢
和
買
草
料
・
起
運
諸
物
。

錐
是
官
矯
支
債
。

其
般
運
脚

力
。
百
姓
亦
是
生
受
。
己
後
忽
生
可
憐
見
。
唱
毎
不
識
那
甚
陵
。

(
典
章
三
十
六
、
兵
部
、
禁
使
臣
係
蜜
)

近
ご
ろ
、
飼
料
の
買
付
・
物
資
の
輪
迭
に
つ
い
て
は
、
官
よ
り
代
債
が
支

携
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
輪
迭
人
夫
費
で
、
園
民
は
め
い
わ
く
し
て
い
る
。

今
後
、
ど
の
よ
う
な
手
を

h

つ
つ
か
は
、
わ
た
し
ら
が
心
得
る
べ
き
こ
と
だ
。
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如
是
元
騎
馬
匹
不
乏
。
強
行
奪
要
頭
匹
。
不
有
罪
過
那
甚
慶
。

(
向
上
)

も
し
、
元
か
ら
乗
っ
て
い
る
馬
が
疲
労
せ
ぬ
の
に
、
む
り
に
馬
匹
を
奪
え

ば
、
罪
を
構
成
せ
ず
に
は
す
ま
ぬ
ぞ
。

さ
ら
に
、
同
じ
表
現
は
「
孝
経
直
解
」
中
に
も
見
え
る
。

這
般
阿
。
把
自
家
父
母
落
後
了
@
敬
重
別
人
阿
。
阿
的
不
是
別

了
孝
道
的
勾
嘗
那
甚
慶
。

(
聖
治
章
第
九

「不
愛
其
親
而
愛
他
人
者
、

調
之
惇
徳
、
不
敬
其
親
而
敬
他
人
者
、
謂
之
惇
種
」
の
注
解
)

こ
ん
な
次
第
だ
か
ら
、
自
分
の
父
母
を
そ
ま
つ
に
し
て
、
他
人
を
大
事
に

す
れ
ば
、
こ
れ
こ
そ
孝
道
に
そ
む
く
こ
と
で
は
な
い
か
。

這
五
件
若
都
完
備
了
阿
。
孝
順
的
勾
嘗
不
有
那
甚
腹
。

(紀
孝
行

章
第
十

「
五
者
備
突
、
然
後
能
事
親
」
の
注
解
)

こ
の
五
つ
が
み
ん
な
そ
ろ
え
ば
、
孝
行
と
い
う
こ
と
が
成
立
せ
ず
に
は
お

か
ぬ
。

さ
て
、
右
の
諸
例
に
お
い

て、

わ
た
く
し
は
そ
れ
ぞ
れ
遁
嘗
な
意

課
を
試
み
た
け
れ
ど
、
も
し
も
こ
の
「
不
:
:
:
那
甚
慶
」
を
直
課
す

る
な
ら

「
:
:
:
し
な
い
で
(
で
な
け
れ
ば
)
何
だ
」
と
い
う
、
翻

課
臭
を
ま
と
う
た
表
現
で
あ
る
〈
「
那
」
は
助
字
)
。
そ
れ
は
結
局
、

こ
の
表
現
の
中
聞
に
お
か
れ
る
事
が
ら
を
強
調
す
る
こ
と
に
な
り
、

句
末
の
「
甚
慶
」
を
省
い
た

一
種
の
反
語
形
式
と
も
、
ほ
と
ん
ど
差

遣
の
な
い
表
現
で
あ
る
。
貰
際
に
も
、
白
話
碑
は
も
ち
ろ
ん
典
章
中

に
は
そ
う
し
た
表
現
も
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。

這
的
毎
更
這
般
道
来
也
。
混
韓
例
的
勾
首
倣
阿
。
他
毎
更
不
伯

那
。

(典
章
五
、
牽
綱、

立
御
史
歪
官
)

こ
れ
ら
の
も
の
が
、
ま
た

「
こ
の
よ
う
に
い
わ
れ
た
ビ
と
い
っ
て
、
無
法

な
こ
と
を
す
れ
ば
、
か
れ
ら
は
痛
い
め
に
あ
わ
な
く
て
か
。

と
こ
ろ
で
、一
二
種
の
表
現
の
蹄
す
る
と
こ
ろ
が
同
じ
い
こ
と
は
容

易
に
理
解
さ
れ
て
も
、

な
に
ゆ
え
二
つ
の
表
現
が
共
存
す
る
の
か
、

わ
た
く
し
は
久
し
い
以
前
か
ら
こ
の
こ
と
に
疑
念
を
い
だ
い
て
い
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た
。
最
近、

岩
村
忍
教
授
よ
り
数
え
ら
れ
、
き
わ
め
て
数
少
い
現
存

の
蒙
漢
封
書
碑
文
(
蒙
古
文
は
八
思
巴
字
で
表
す
)
中
に
、
幸
い
こ

の
表
現
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
。
い
ま
、
HWE
各
国
2
2
・

由
。
『

氏
の

門

-m吋

n
F
Fロ
巾
凹

FnHMOロ

aaω-oZ巾
円
肉
巾
円
ゅ
の
町
一
行
白
山
口

Hm

5
0
2
m円

g
E
2
a
R
冨
O

ロ
mo-gzo耳
目
岳
山
内丹
=
Q
E
O)
に
引

用
さ
れ
た
、
民
の
ロ
l
マ
ナ
イ
ズ
に
よ
る
封
照
文
か
ら

「
他
毎
不
伯

那
甚
感
」
に
附
せ
ら
れ
た
蒙
古
文
を
翠
げ
よ
う
。

Bzaσ
同

g
d
z
a戸
同

一司

z-MEM-
お
そ
れ
な
い
で
よ
か
ろ
う

か
(
お
そ
れ
よ
〉
の
意
。

右
に
操
る
か
ぎ
り
、
蒙
古
語
の
原
文
に
は
「
甚
慶
」
に
相
嘗
す
る



語
が
見
え
ぬ
。
と
す
れ
ば
、
直
課
韓
に
お
け
る
「
甚
慶
」
は
い
ず
れ

も
原
文
の
も
つ
強
い
語
気
を
一
示
す
た
め
特
に
附
加
さ
れ
た
も
の
で
あ

ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
も
と
も
と
蒙
古
語
に
も
ま
っ
た
く
同
じ
表
現

が
あ
る
た
め

た
ま
た
ま
「
甚
慶
」
に
あ
た
る
こ
と
ば
の
な
い
右
の

場
合
の
課
文
に
も

「
甚
慶
」
を
課
し
こ
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
か
。
元

典
章
に
は
、
さ
ら
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
表
現
も
見
ら
れ
る
。

如
今
。
完
揮
。
恕
倣
我
的
言
語
。
省
曾
道
興
者
。
鋪
馬
的
勾
嘗

着
一
小
使
臣
来
阿
。

用
心
者
。

度
。

三
雨
接
勾
首
阿
。

偏
不
了
也
甚

(
典
章
三
十
六
、
兵
部
、
納
銭
物
起
結
船
)

さ
て
、
ウ
ル
ゼ
1
ト
ょ
。
そ
な
た
は
わ
た
し
の
言
葉
と
し
て
、
知
ら
せ
侍

え
よ
、
「
鋪
馬
1

騨
附
悼
の
こ
と
は
、
注
意
せ
よ
。
二
三
件
の
任
務
な
ら
、
一

人
の
使
臣
に
来
さ
せ
た
場
合
、
ま
か
な
い
き
れ
な
く
て
ど
う
す
る
。」

こ
の
場
合
は
、
意
味
が
逆
轄
す
る
た
め

「
甚
慶
」
を
省
略
す
る
こ

と
が
許
さ
れ
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
元
代
白
話
に
お
け
る
類
似
の
表
現
は
、
現
代
語
と
同

じ
く

「
那
」
を
介
せ
ず
に
直
接
「
倣
甚
慶
」
を
付
加
す
る
。

姐
姐
。

夜
深
了
。

(
臼
仁
甫
「
東
稽
記
」
第

一
折

不
睡
倣
甚
度
。

梅
香
白
)
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お
嬢
さ
ま
。
夜
が
ふ
け
ま
し
た
。
や
す
ま
れ
な
く
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

嘗
夜
五
更
。
師
姑
床
上
睡
着
。
有
人
特
師
姑
驚
覚
。
想
是
夫
張

記
住
。
以
此
遭
。
明
也
。
不
倣
生
活
去
町
。
却
来
一睡
則
座
。

典

章
凹
十
二
、
刑
部
、
殺
死
盗
姦
疲
婦
姦
夫
)

そ
の
夜
の
五
更
に
、
師
姑
が
ベ
ジ

ド
で
ね
て
い
る
と
、
誰
か
が
師
姑
を
よ

，び
さ
ま
し
た
。
夫
の
張
記
住
だ
と
お
も
い
、
そ
れ
で
い
っ
た
「
夜
が
あ
け
ま

す
よ
。
仕
事
に
ゆ
か
ず
に
、
ね
に
来
て
ど
う
す
る
の
」
(
則
腹
H
倣
甚
慶
)
。

た
だ
し
、
右
の
第
一
例
の
如
く

そ
の
動
作
吠
態
に
否
定
形
が
用

い
ら
れ
る
ケ

1
ス
は

む
し
ろ
き
わ
め
て
少
な
い
。
直
謝
辞
鰻
に
お
け

る
「
不
:
:
:
那
甚
慶
」
と
い
う
表
現
が
、

直
需
を
お
も
わ
せ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

い
よ
い
よ
文
字
ど
お
り
の

批

皮

- 55ー

白
話
の
文
撃
作
品
に
嘗
然
現
わ
れ
る
べ
く
し
て
現
わ
れ
な
い
こ
と

「
わ
い
ろ
」
を
意
味
す
る
「
位
皮
」
で
あ
ろ
う
。
こ

ば
の
随
一
は

れ
は
通
常
つ
ぎ
の
ご
と
く
使
用
せ
ら
れ
る
。

近
問
。
開
讃
聖
旨
詔
赦
差
出
去
底
使
臣
毎
。
更
不
棟
甚
慶
大
小

勾
嘗
一袋
使
出
去
的
人
毎
。
到
外
頭
域
子
裏
宮
人
毎
根
底
。
要
位
皮
。

多
酬
明
紙
躍
。
(
典
章
六
、

牽
綱
、
使
臣
要
位
皮
)

近
ご
ろ
、
聖
旨
や
詔
赦
を
即
時
達

(
関
讃
は
よ
み
あ
げ
る
こ
と
)
に
地
方
へ

汲
遣
さ
れ
る
使
臣
た
ち
ゃ
、
大
小
い
か
な
る
公
務
を
問
わ
ず
地
方
に
使
い
す

る
人
た
ち
は
、
行
省
管
轄
直
域
内
の
都
市
の
官
人
か
ら
、
わ
い
ろ
を
と
り
、
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よ
ぶ
ん
に
饗
庭
を
く
ら
う
。

在
先
求
仕
人
員
。
這
壁
那
壁
使
銭
興
位
皮
。
勾
首
裏
行
有
来
。

(
典
章
十
、
吏
部
、
不
赴
任
官
員
)

以
前
は
仕
官
を
求
め
る
人
が
、
あ
ち
ら
こ
ち
ら
へ
金
を
使
い
わ
い
ろ
を
あ

た
え
て
(
就
職
し
)
、
公
務
を
執
行
し
た
。

白
話
の
「
位
皮
」
が
な
に
ゆ
え
わ
い
ろ
を
指
し
て
使
用
せ
ら
れ
る

か
に
つ
い
て
、
楊
聯
陸
数
授
は
、
腰
(
腹
に
近
接
す
る
)
に
財
布
を

吊
る
す
こ
と
を
そ
の
理
由
と
さ
れ
る
。

(
=
冨
奇
怪
ロ白
-
S
宮

、H
，
rσ

J

へ口問

H回目吋，
F

巾ロ，。吋阿国

HMmu----回目・
4
白
H・a

』

051ロ
白
日。同

〉
印
H

白色。

ω門
戸
門
出

2
・
〈

o-
-Hmu

]
戸
市

V
U
O
)

し
か
し
、
筆
者
は
こ
の

Z
0・H
J

N
W

も
っ
て
ま
わ
っ
た
読
に
は
、
ど
う
も
賛
成
し
か
ね
る
。

まず

「
位
皮
」
と
い
う
白
話
は
、
む
し
ろ
現
代
語
の
「
世
子」
、

す
な
わ
ち
「
は
ら
」
そ
の
も
の
を
指
す
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。

童
子
衷
臓
的
是
儲
君
。

「抱
粧
盆
」
第
二
折
牧
羊
閥
)

我
吐
皮
裏
懐
的
是
鬼
胎
。

(
作
者
不
明

箱
の
中
に
か
く
る
る
は
も
う
け
の
君
、
わ
が
腹
に
い
だ
く
は
あ
ら
ぬ
か
げ
。

在
後
捉
到
卓
世
雄
男
卓
羅
見
。
用
肺
索
縛
住
双
手
双
脚
。
脳
後

打
死
。
衣
用
尖
刀
破
開
吐
皮
。

取
出
心
肝
肺
牌

-
(
典
章
四

十
て
刑
部
、
禁
採
生
祭
鬼
)

そ
の
後
、
卓
世
雄
の
む
す
こ
卓
羅
見
を
と
ら
え
、
臓
な
わ
で
雨
手
雨
足
を

し
ば
っ
て
、
後
頭
部
を
打
っ
て
殺
し
、
次
い
で
切
り
だ
し
で
腹
を
開
い
て
ぞ

う
も
つ
を
取
り
出
し
・
-
-
-
-

も
っ
と
も
、
右
の
例
だ
け
で
は
「
腹
の
皮
」
の
意
に
解
し
て
も
遁

「
元
朝
秘
史
」
で
は
「
位
皮
」

つ
ね
に
腹
を
指
し
て
使
用
せ
ら
れ
る
。

(
客
額
里
l
同
巾
m-叩
ロ
)
が

ず
る
が夜

(
毎
)
毎

雲
侭
旧
閣
不
里

話資

予定門

天
窓

額
魯
格

富人
格房
間~

重明

額

的

脱
合
因

明
裏

格
格
柏
見

副
館
着

必
里
周

斡入
羅着
周

位
皮

客
頒
里

米我
言内的

明

格
格
延

亦
剖他
間的

-56-

客

額E
里

突
ぷ見

7!主我
調的

透

升
格
古

完套
額""

(
谷
ご

毎
夜
、
黄
白
い
ろ
の
人
が
、
い
え
(
テ
ン
ト
)
の
煙
出
し
の
上
の
明
る
い

と
こ
ろ
か
ら
入
り
、
わ
た
し
の
腹
を
さ
す
り
、
彼
の
ひ
か
り
が
、
わ
た
し
の

腹
に
さ
し
こ
ん
だ
。

と
す
れ
ば
、
内
職
す
る
物
を
も
含
め
た
「
腹
」
か
ら
直
ち
に

「
わ

い
ろ
」
が
聯
想
さ
れ
た
と
し
て
も
、
少
し
も
異
と
す
る
に
足
り
ぬ
だ

ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
の
国
語
を
ひ
き
あ
い
に
出
す
の
は
必
ず
し
も
安
嘗

「
腹
を
肥
や
す
」
と
は
食
物
を
中
心

に
し
た
物
質
慾
の
充
足
を
意
味
す
る
。
さ
ら
に
、
上
に
掲
げ
た
典
章

で
な
い
が
、
周
知
の
ご
と
く



「
多
喫
砥
躍
」
が
附
帯
す
る
こ
と
も
、

す
る
こ
の
見
解
を
支
え
て
く
れ
よ
う
。

の
例
に
も

「
吐
皮
」
に
封

つ
と
に
同
じ
意
見
を
い
だ

か
れ
る
岩
村
教
授
は

「
世
皮
」
は
蒙
古

語

三

号
m

州
=
(
食
べ
る
も

の
・
わ
い
ろ
〉
を
意
課
し
た
も
の
と
主
張
さ
れ
る
。
こ
の
語
に
闘
し

て
は
、
封
需
の
蒙
古
語
原
文
が
現
存
せ
ぬ
の
で
、

な
ん
と
も
い
え
な

い
け
れ
ど
、
筆
者
も
、

「
腹
」
を
意
味
す
る

z開
。唱
H-
=
(
元
朝
秘

史
の
客
額
里
)
が
同
時
に
「
わ
い
ろ
」
を
意
味
し
た
の
で
は
な
く

「
わ
い
ろ
」
を
意
味
す
る
語
は
別
に
あ
っ
た
と
お
も
う
。

そ
れ
で
は、
な
ぜ
「
位
皮
」
と
い
う
よ
う
な
語
で
融
課
し
た
の
か
。

そ
れ
に
つ
い
て
は

や
や
胃
険
に
属
す
る
が

く
考
え
る
。
元
典
章
に
は
、

筆
者
は
つ
ぎ
の
如

し
ば
し
ば
「
要
位
皮
」
を
「
観
面
皮
」

(
中
め
い
て
の
顔
を
た
て
る
意
〉
と
封
し
て
使
う
事
貰
が
あ
る
。

係
官
接
糧
造
作
物
料
内
。
克
落
侵
盗
的
。
移
易
借
貸
的
。
頗
面

皮
要
位
皮
。
数
百
姓
毎
生
受
。
不
公
不
法
的
官
吏
毎
根
底
。
監
察

毎
粛
政
廉
訪
司
官
人
毎
。
用
心
依
瞳
例
瞳
察
的
毎
根
底
。
添
興
他

毎
名
分
。
:
:
:
(
典
章
五
、
護
綱
、
整
治
蓬
綱
)
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政
府
関
係
の
金
銭

・
食
糧

・
建
設
資
材
の
う
ち
よ
り
、
く
す
ね
盗
ん
だ

り
、
移
動
貸
借
し
た
り
、
顔
を
き
か
せ
わ
い
ろ
を
と
っ
て
人
民
た
ち
を
苦
し

め
た
り
す
る
、
不
正
不
法
の
官
吏
ら
を
、
監
察
ら

・
粛
政
廉
訪
司
の
官
人
ら

で
注
意
し
て
法
規
ど
お
り
僅
察
す
る
も
の
ら
に
、
か
れ
ら
の
名
義
(
取
締
ま

る
た
め
の
権
限
職
名
)
を
あ
た
え
:
・

・

ま
た
、
蒙
古
語
の
原
文
を
ば
直
課
髄
な
ら
ぬ
漢
文
吏
胸
瞳
に
課
出

ほ
ぼ
同
じ
現
象
が
指
摘
さ
れ
る。

差
去
官
井
各
虞
刷
馬
官
吏
人
等。

不
得
因
而
抵
換
馬
疋
。

枚
銭
物
。
看
順
面
情
。

し
た
も
の
に
も
、

及
取、

(
大
元
馬
政
記
)

波
遺
せ
ら
れ
た
官
な
ら
び
に
各
地
の
馬
匹
あ
ら
た
め
の
官
吏
ら
は
、
つ
い

で
に
馬
匹
を
交
換
し
た
り
、
金
銭
物
ロ
聞
を

h

つけ
た
り
、
顔
を
立
て
た
り
な
ど

し
て
は
な
ら
ぬ
。

知
而
不
翠
。
或
看
顔
面
情
。
受
銭
物
酒
食
不
奉
者
。
量
其
取
受

軽
重
。
断
罪
迫
銭
。
並
行
罷
去
。

(
大
元
海
運
記
、
上
)

n
t
 

zu 

知
り
な
が
ら
行
な
わ
な
か
っ
た
り
、
額
制
を
た
で
た
り
金
銭
物
口
問
・
酒
食
を

う
け
た
り
し
て
行
な
わ
ぬ
も
の
は
、
牧
賄
の
軽
重
を
は
か

つ
て
断
罪
賠
償

せ
し
め
、
同
時
に
髄
菟
す
る
。

そ
こ
に
見
ら
れ
る
「
看
順
(
頗
)
面
情
」
は
ま
さ
に

「
看
面
皮
」

に
、
「
取
受
銭
物
(
酒
食
〉
」
は
「
要
世
皮
」
に
相
嘗
す
る
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
此
の
「
頗
面
皮
」
の
方
は
、
元
曲
な
ど
に
も
ま
れ
で

は
あ
る
が

我
若
不
観
大
人
面
皮
。
直
説
的
他
輿
我
眼
障
。

(
王
貫
甫
作
「
麗

春
堂
」
第
二
折
満
庭
芳
)

も
し
も
閣
下
の
お
か
お
を
立
て
ぬ
の
な
ら
、

る
ま
で
勝
つ
も
の
を
。

や
つ
を
ば
わ
が
後
に
従
わ
せ
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と
見
え
る
し
、
同
じ
意
味
の
「
看
・
:

・面」

「
看
・
・
・
・
・
・
面
皮
」

:
・
面
上
」
と
い
う
表
現
に
至
つ
て
は
、
か
な
り
頻
繁
に
使
用
さ
れ

て
い
る我

若
不
看
侭
那
亡
過
的
父
親
面
阿
。映
宅
院
裡
人
来
打
壊
了
依
。

(
臼
仁
甫
作
「
仰
梅
香
」
第
三
折
夫
人
臼
)

も
し
あ
ん
た
の
亡
き
父
御
の
顔
を
立
て
ぬ
の
な
ら
、

で
、
あ
ん
た
を
打
ち
の
め
し
た
で
し
ょ
う
。

邸
の
も
の
を
呼
ん

看
史
進
面
皮
韓
了
他
罷
。
(
作
者
不
明
「
還
牢
末
」
第
二
折
史
進
白
)

h
u
w
B
U
 

史
進
の
か
お
に
菟
じ
て
や
つ
を
許
し
て
く
れ
。

小
姐
。
窓
生
看
老
漢
的
面
上
鏡
了
他
這
性
命
。

(楊
頼
之
作
「
瀦

湘
雨
」
第
四
折
字
老
臼
)

お
媛
さ
ま
、
な
ん
と
か
こ
の
わ
し
に
克
じ
て
や
っ
の
命
を
か
ん
べ
ん
し
て

串
っ
て
く
だ
さ
れ
。

そ
こ
で
掴
像
さ
れ
る
の
は
、

す
で
に
一
般
白
話
と
し
て
存
在
す

る
「
看
面
皮
」
の
「
面
皮
」
に
暗
示
さ
れ
、
「
位
皮
」
を
「
わ
い
ろ
」

に
嘗
て
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
相
謝
す
る
二
つ

の
表
現
は
、
韻
律
的
な
封
臆
こ
そ
し
な
い
が
、
な
か
な
か
に
封
照
の

妙
を
得
て
い
る
。

阿
内

h
H
S
E
Eミ
'
y
h
M『
白
白
血
(
三
和
〉

【凶
相
守
主

根
底
・
根
前

「
看

ま
ず
、
そ
れ
の
本
義
は
さ
て
お
き
、
臼
話
と
し
て
の
「
根
底
」
は
、

お
そ
ら
く

「
根
前
」
と
と
も
に
「
か
が
と
」

し
た
で
あ
ろ
う
。

「
あ
し
も
と
」
を
意
味

だ
か
ら

元
曲
な
ど
に
お
い
て
は

二
語
と
も

「
根
」
が
「
眼
」
に
作
る
こ
と
も
あ
り
、
す
で
に
や
や
引
申
し
た
「
そ

ば

・
も
と
」
を
も
意
味
し
て
使
わ
れ
る
。

我
這
裏
急
慌
忙
那
身
起
。
大
走
到
向
他
根
底

(
作
者
不
明
「
争

報
恩
」
第
四
折
側
碍
見
)

お
い
ら
の
方
は
あ
わ
て
て
身
を
は
こ
び
、
大
ま
た
で
(
?
)
か
れ
の
そ
ば

に
歩
み
よ
る

(那
H
邦
、
身
起
H
身
己
H
身
腫
)
。

可
又
早
七
留
七
力
来
到
我
眼
底
。
(
閥
漠
卿
作
「
謝
天
香
」
第
三
折

- 58一

酔
太
卒
)

ま
た
早
く
も
す
る
す
る
と
わ
た
し
の
側
へ
や
っ
て
来
た
。

(
作
者
不
明
「
小
尉
遅
」
第
四
折
正

恰
繊
我
在
軍
師
根
前
説
降
麿
。

末
白
)

い
ま
し
が
た
、
わ
し
は
軍
師
の
と
こ
ろ
で
唐
へ
の
降
服
を
申
し
い
れ
た
ば

っ
か
り
。一

騎
馬
勝
到
眼
前
。

(
併
仲
賢
作
「
軍
鞭
奪
槻
」
第
四
折
剖
地
風
)

一
り
の
騎
馬
武
者
が
そ
ば
に
か
け
よ
り
ぬ
。

我
根
前
添
了

一
小
該
見
。
(張
図
賓
作
「
合
汗
杉
」
第
三
折
旦
見
白
)

わ
た
し
(
の
と
こ
ろ
)
に

一
人
子
ど
も
が
で
き
ま
し
た
。



ち
な
み
に
・
こ
れ
ら
の
「
根
底
」

「
根
前
」
は
、
ま
た
現
代
語
の

「那
裏
」

「
這
裏
」
に
も
置
き
か
え
う
る
。

と
こ
ろ
で
、
宋
元
期
の
俗
語
に
は
、
こ
れ
ら
の
二
語
と
相
似
た
用

(宮
ロ
肉
)
も
あ
る
。

法
を
示
す
も
の
と
し
て
「
行
」

寄
寄
也
hm便
有
甚
験
今
朝
到
我
行
。

(
作
者
不
明
「
灰
関
記
」
第

一折
天
下
築
)

あ
に
さ
ん
え
、ど
の
つ
ら
さ
げ
て
今
日
あ
た
し
の
と
こ
ろ
へ
お
見
え
だ
え
。

他
道
小
梅
行
必
定
是
h
i
厩
見
胎
。
(
武
漢
臣
作
「
老
生
児
」
第
一
折

混
江
龍
)

か
れ
の
話
で
は
、
小
梅
の
と
こ
ろ
は
き
っ
と
男

(の
胎
児
)
だ
と
。

徐
封
誰
行
大
叫
高
呼
。

(
孟
漢
卿
作
「
廃
合
羅
」
第
三
折
府
罪
白
)

そ
ち
は
誰
に
む
か
つ
て
大
撃
出
し
て
わ
め
い
て
い
る
。

一
般
白
話
に
お
け
る

「
根
底
」

は

「
根
前
」
「
行
」

こ
の
よ

p

つ
に

と
と
も
に
位
置
そ
示
す
名
詞
で
「
も
と
・
そ
ば
」
を
意
味
し
、
し
た

が
っ
て
こ
れ
ら
の
語
は
在

・
到
・
向
・
封
な
ど
と
い
う
存
在

・
方
向

を
示
す
介
調
(
前
置
調
〉

を
要
求
し
が
ち
で
あ
る
。

と
い
う
こ
と

は、

}孤
立
語
に
近
い
中
国
語
で
は
、

そ
う
い
う
介
詞
の
機
能
が
こ
れ

ら
の
語
に
内
職
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
も
意
味
し
、

か
く
て
、
名
調

・
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代
名
詞
の
語
尾
費
化
に
よ
っ
て
格
を
直
別
す
る
蒙
古
語
の
、
あ
る
種

の
絡
を
示
す
語
助
と
し
て
、
利
用
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
元
典
章
で
は
最
も
代
表
的
な
「
根
底
」
の
用
法
を
、
ま

ず
貫
例
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
。

管
軍
宮
人
毎
根
底
。
軍
人
毎
根
底
。
管
域
子
遼
魯
花
赤
宮
人
毎

根
底
。
過
往
使
臣
毎
根
底
宣
論
的
聖
旨
。
:
:
:
更
浪
俺
毎
的
明
白

聖
旨
。
推
稽
諸
投
下
。
先
生
毎
根
底
。
不
棟
甚
慶
休
索
要
者
。
・:

:・
更
俗
人
毎
。
先
生
毎
根
底
休
理
問
者
。

(
盤
屋
重
陽
高
誇
宮
要
旨

碑

「元
代
白
話
碑
集
録
」
枚
、
何
ユ
n
r

E
R
D
Z
n
r
氏
の
書
に
よ
っ
て

訂
正
す
る
)

管
箪
官
ら

(
に
)
・
軍
人
ら
(
に
)
・
都
市
を
管
轄
す
る
ダ
ル
ガ
チ
宮
川
八

ら
(
に
)
・
往
来
す
る
使
臣
ら
に
宣
稔
さ
れ
た
聖
旨
。
・
・
・
ま
た
、
朕
の
確

か
な
聖
旨
が
な
く
、
い
ろ
い
ろ
の
投
下
の
名
を
か
た
っ
て
、
道
士
た
ち
か
ら

い
か
な
る
も
の
も
取
っ
て
は
な
ら
ぬ
。
・
・
・
ま
た
、
俗
人
ら
は
道
士
た
ち
を

取
調
べ
て
は
な
ら
ぬ
。

n
F
 

E
U
 

種
子
団
地
裏
。
看
守
五
河
豚
的
張
千
戸
小
名
的
受
宜
的
宮
人
。

則
那
蘇
豪
的
官
人
臭
鯨
令
。
他
的
二
十
一
件
無
鰹
例
行
来
的
勾
嘗

尋
出
来
阿
。
這
張
千
戸
興
本
鯨
裏
姓
雀
的
達
魯
花
赤
。
叉

一
箇
姓

這
呉
鯨
令
根
底
説
告
著

一
鎚
倣
一

心
。

阿
。
那
裏
的
官
人
毎
。
這
毎
根
底
監
著
問
底
其
間
裏
。

姓
越
的
禁
子
根
底
輿
了
三
定
紗
位
皮
。
那
箇
根
底
説
。

陳
的
令
史
毎
的
頭
見
。

這
張
千
戸

晩
タ
。
呉
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麻
事
ノ
睡
着
的
時
分
。
侭
数
我
知
者
。
我
殺
那
筒
。
殺
す
阿
。
他
自

抹
死
也
。
腰
道
俗
官
人
毎
根
底
読
者
。
雨
箇
這
般
商
量
了
阿
。
晩

タ
。
那
臭
鯨
令
睡
著
阿
。
那
禁
子
睡
著
也
。
腹
道
来
読
阿
。
這
張
干

戸
起
去
了
。
著
刀
子
把
那
呉
鯨
令
抹
死
了
来
。
俺
商
量
得
。
這
張

千
戸
根
底
敵
了
。
他
的
家
縁
断
夜
了
。
断
浪
了
的
。
於
内
一
宇
。

那
殺
的
人
総
婦
該
見
毎
根
底
興
阿
。
窓
生
。
(
典
章
四
十
二
、
刑
部
、

傍
勢
抹
死
問
榊
事
ノ
)

鐙
子
l
替
南
宋
治
下
の
民
l
の
地
域
で
、
五
河
燃
を
あ
ず
か
る
張
千
戸
と

い
う
名
の
受
賞
の
宮
人
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
そ
の
懸
廊
の
宮
人
臭
鯨
令
が
、
彼

(
張
千
戸
)
の
、
二
十
一
の
不
法
行
震
を
さ
が
し
出
し
た
の
で
、
こ
の
張
千

戸
が
、
該
豚
臓
の
僅
と
い
う
姓
の
ダ
ル
ガ
チ
|
蒙
古
側
の
長
官
l
お
よ
び
陳

と
い
う
姓
の
、
令
史
ら
の
首
領
と
、
一
し
ょ
に
心
を
あ
わ
せ
て
、
こ
の
臭
燃

令
を
誕
告
し
た
の
で
、
そ
こ
の
官
人
ら
が
こ
れ
ら
の
も
の
(
張
千
戸
ら
を

指
す
)
を
留
置
し
て
取
調
べ
て
い
る
時
に
、
こ
の
張
千
戸
は
越
と
い
う
姓
の

看
守
に
三
錠
の
紙
幣
の
わ
い
ろ
を
奥
え
て
、
そ
の
お
と
こ
に
い
っ
た
、
「
夜
、

英
勝
令
が
ね
む
っ
た
ら
、
お
ま
え
は
わ
し
に
し
ら
せ
よ
。
わ
し
は
彼
を
殺

す
。
殺
し
た
ら
、
『
彼
は
自
殺
し
ま
し
た
』
と
お
ま
え
が
宮
人
ら
に
い
え
よ

商
人
は
こ
の
よ
う
に
相
談
し
た
の
で
、
夜
、
か
の
奥
懸
令
が
ね
む
る
と
、
か

の
看
守
が

「
ね
む
り
ま
し
た
」
と
い
い
に
来
た
の
で
、
こ
の
張
千
戸
が
起
き

て
ゆ
き
、
刀
で
か
の
呉
豚
令
を
斬
り
殺
し
た
。
わ
れ
わ
れ
(
中
書
省
官
)
は

相
談
し
て
、
と
の
張
千
戸
を
敵
殺
刑
に
し
、
彼
の
財
産
を
波
紋
斑
分
に
し
、

復
収
施
分
に
し
た
も
の
の
う
ち
半
分
は
、
か
の
殺
さ
れ
た
人
の
妻
と
子
ど
も

に
奥
え
た
ら
い
か
が
で
し
ょ
う
。

わ
た
く
し
は
わ
ざ
わ
ざ
例
文
二
傑
を
翠
げ
た
け
れ
ど
、
買
は
第

の
例
文
だ
け
で
「
根
底
」

の
用
法
は
謹
く
さ
れ
て
い
る

す
な
わ

ち
、
そ
れ
は
蒙
古
語
に
お
け
る
三
つ
の
格
を
示
す
語
助
と
し
て
用
い

入
思
巴
字
に
よ
る
蒙
古
文

ら
れ
る
。
右
の
第
一
例
の
聖
旨
碑
に
も
、

が
現
存
す
る
の
で

ふ
た
た
び

肘
立
の
印
阿
国
mH
巾
巴
聞
の
町
民
、
が
ロ

l
マ

!ナ
イ
ズ
し
た
封
照
文
よ
り
、
原
語
の
格
を
示
す
語
尾
を
拾
っ
て
、

れ
ぞ
れ
封
陸
さ
せ
て
お
く
。

そ

同

興

格

(

:

・

:

に

に

封

し

て

)

!"・

l
o
w
l
色
白
・

- 60一

伽
奪
格
(
:
:
:
か
ら
)

ー
門
目
白
の
mw

ω封
格
(
:
:
:
を
〉

こ
の
う
ち
、
最
も
ひ
ん
ぱ
ん
に
使
用
せ
ら
れ
る
の
は
同
伽
で
、
牢

ば
中
園
語
の
表
現
と
化
し
て
、
介
詞
を
伴
う
こ
と
も
稀
に
は
あ
る
。ー

俺
毎
的
明
降
聖
旨
興
阿
。
推
稿
諸
色
投
下
。
於
先
生
毎
根
底
。

不
棟
甚
腹
休
索
者
。

(
典
章
三
十
三
、
積
部
、
宮
観
不
得
安
下
)

朕
の
明
降
せ
る
聖
旨
が
あ
た
え
で
あ
る
か
ら
、
諸
種
の
投
下
だ
と
い
つ
わ

り
、
道
士
た
ち
か
ら
、
な
に
で
あ
ろ
う
と
取
っ
て
は
な
ら
ぬ
。

ωの
用
例
は
意
外
に
少
な
く
、
大
盤
に
お
い
て

聖
旨
の
場
合
な
ど
が
多
い
。

そ
れ
に
反
し
て
、



前
者
。
金
衣
服
根
底
。
交
俺
商
量
者
。
慶
道
聖
旨
有
来
。

章
五
十
八
、
工
部
、
禁
治
諸
色
鈴
金
)

さ
き
ご
ろ
、
黄
金
の
衣
裳
を
わ
れ
わ
れ
に
相
談
さ
せ
よ
、
と
い
う
聖
旨
が

あ
っ
た
。

暗
見
弓
箭
毎
根
底
。
交
興
探
馬
赤
毎
阿
。
不
中
。
漢
見
鐙
子
宮

人
毎
。
休
交
管
者
。
弓
根
底
。
恐
伯
壊
了
時
以
道
阿
。
蒙
古
軍
毎
根

底
興
者
。

(
典
章
三
十
五
、
兵
部
、
達
魯
花
赤
提
調
軍
器
庫
)

-
ハ
ル
|
蒙
古
語
で
武
器
を
い
う
l
弓
矢
を
タ
マ
チ
ら
|
蒙
古
軍
の
一
一
種
ー

に
輿
え
さ
せ
る
の
は
、
い
け
な
い
。
漢
人

・
僚
子
の
宮
人
は
閥
係
さ
せ
る

な
。
弓
を
こ
わ
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
か
ら
、
蒙
古
兵
ら
に
輿
え
よ
。

こ
の
種
の
用
法
が
意
外
に
少
な
い
の
は
、

ふ
つ
う
そ
れ
を
「
将
」

や
「
把
」
を
用
い
る
中
園
語
の
表
現
に
換
え
て
し
ま
う
た
め
だ
と
ゐ

も
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、

一
つ
に
は
つ
ぎ
の
如
き
紛
ら
わ
し
い
表
現
を

防
止
す
る
た
め
で
も
あ
ろ
う
。

如
今
那
般
陰
陽
理
曾
得
人
根
底
。
鮒
馬
大
王
根
底
。
不
棟
誰
根

底
。

一
迷
地
休
交
行
。
(
典
章
三
十
二
、
趨
部
、
陰
陽
法
師
)

い
ま
、
そ
の
よ
う
な
陰
陽
術
の
心
得
あ
る
人
を
ば
、
臨
刷
馬

・
親
王
の
と
こ

ろ
へ
は
、
誰
の
と
こ
ろ
へ
も
、

ひ
と
え
に
ゆ
か
せ
ぬ
よ
う
。
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一
方
で
「
将
」
を
用
い
る
中
園
語
的
表
現
に
か
え
な
が

ら
、
な
お
「
根
底
」
を
伴
う
例
も
、
稀
に
は
指
摘
せ
ら
れ
る
。

し
か
し

典

他
姓
張
。
是
養
的
見
。
因
着
胡
家
的
気
力
裏
倣
到
参
政
的
名
分

有
。
却
将
他
胡
家
的
親
子
胡
綿
管
根
底
殺
了
有
。
(
典
章
四
十

一、

刑
部
、
胡
参
政
殺
弟
)

彼
は
本
姓
が
張
で
、
養
子
で
あ
る
。
胡
家
の
力
に
よ
っ
て
参
政
の
地
位
に

な
れ
た
の
に
、
彼
の
胡
家
の
賀
子
胡
線
管
を
殺
し
た
。

李
明
秀
名
字
的
和
尚
〔
将
〕
貌
徳
温
名
字
的
俗
人
殴
打
的
上
頭
。

路
豚
官
俺
根
底
不
商
量。

一
面
詞
将
李
明
秀
和
尚
根
底
打
了
二
十

七
下
。

(
典
章
新
集
、
刑
部
、
路
豚
官
撞
断
和
尚
要
罪
過
)

李
明
秀
と
い
う
名
の
借
が
、
貌
徳
混
と
い
う
名
の
俗
人
を
な
ぐ
っ
た
と
い

う
の
で
、
路
と
燃
の
官
が
わ
れ
わ
れ
(
僧
侶
)
に
相
談
せ
ず
に
、
一
方
的
な

申
し
出
で
借
李
明
秀
そ
二
十
七
の
俸
た
た
き
に
し
た
。

唱
'
ム

内

hu

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
に
蒙
宙
語
の
三
つ
の
格
を
示
す
語
助
と
し

て
同
じ
「
根
底
」

が
使
用
せ
ら
れ
る
の
は
な
ぜ
か
と
い
え
ば
、
三
つ

の
格
は
要
す
る
に
行
矯

・
成
置
を
加
え
る
封
象
で
あ
る
と
い
う
黙
で

一
致
す
る

か
ら
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
奈
美
彪
氏
が

先
来
欽
奉
皇
帝
聖
旨
節
文
該
。
漢
見
園
土
裏
。

裏
達
魯
花
赤
井
長
官
。
管
匠
人
底
達
魯
花
赤
毎
。
這
聖
旨
文
字
裏
。

和
尚
根
底
寺
。
也
立
喬
大
師
根
底
胡
木
刺
。
先
生
根
底
観
院
が
達

失
鐙
根
底
蜜
音
吉
。
那
的
毎
引
頭
見
奔
天
底
人
。
不
得
俗
人
掻
擾
。

不
棟
甚
慶
差
護
休
交
出
者
。

不
棟
那
個
州
城

(
鳳
朔
長
春
観
公
援
碑
|
|
「
元
代
白
話
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碑
集
録
」

枚
)

に
注
し
て、

こ
の
「
根
底
」

は
特
別
で
領
格
(
厩
於
に
あ
た
る
)
だ

蒙
古
語
の
輿
格
は
ま
た

方
位
格

と
さ
れ
る
の
は

誤
り
で
あ
ろ
う
。

(
:
:
:
に
つ
い
て、

に
お
い
て
)
を
も
含
む
と
い
わ
れ
、
右
の
例
に

お
け
る

「
根
底
」
は
そ
れ
に
あ
た
り、

た
と
え
ば

「
和
尚
根
底
寺
」

は
「
借
に
つ
い

て
は
寺
」
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
か
。

こ
の
「
根
底
」
の
直
課
曜
に
お
け
る
語
助
と
し
て
の
用
法
は
、「
孝

経
直
解
」
な
ど
に
あ
っ
て
も
費
り
は
な
い
。
た
だ
し
、

「元
朝
秘
史
」

に
至
る
と
事
情
は
一
挫
し

そ
こ
で
は
元
曲
な
ど
で
も
し
ば
し
ば
介

調
を
伴
わ
ず
に
用
い
ら
れ
る

臼
話

「
行
」
(
}
回
同
ロ

m
)
が

全
面
的

に
「
根
底
」
の
代
り
を
つ
と
め
る
。
だ
が

そ
の
「
行
」
も
、
買
は

す
で
に
典
章
で
つ
ぎ
の
ご
と
く
き
わ
め
て
稀
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

f

恕
行
文
書。

這
飛
禽
行
休
打
捕
者
。
好
生
禁
了
者
。
(典
章
三
十

八
、
兵
部
、

禁
打
捕
禿
驚
)

そ
ち
た
ち
は
文
書
房
}
ま
わ
し
、
こ
の
鳥
類
を
捕
ら
ぬ
よ
う
、
し
か
と
禁
ぜ

よ
。

:
:
・
慶
道
奏
町
。
那
般
者
。
敢
行
文
書
者
。
慶
道
聖
旨
了
也
。

腹
道
俺
行
興
文
書
来
有
。

(典
章
間
十
九
、
刑
部
、
虎
断
盗
賊
新
例
)

「
:
:
;
と
奏
上
し
た
と
こ
ろ
、
『
そ
の
よ
う
に
せ
よ
、
文
書
を
廻
さ
せ
よ
』

と
の
聖
旨
が
あ
っ
た
L

と
、
わ
れ
わ
れ
に
文
書
を
よ
こ
し
て
い
る
。

つ
ぎ
に
、
「
根
前
」

も
ま
れ
で
は
あ
る
が

格
を
一不
す

語
助
と
し

て

「
根
底
」
と
同
じ
用
途
に
供
せ
ら
れ
て
い
る。

不
棟
甚
度
民
戸
裏
。
畏
吾
見
毎
。
爺
的
銭
物
宇
競
自

(
着
?
)

厩
打
府
宇
的
多
上
頭
。
今
後
他
的
該
見
毎
根
前
興
分
子
阿
。
爺
興

来
的
要
有
。
爺
的
言
語
休
選
者
。
(典
章
十
九
、
戸
部
、
爺
的
銭
物
要

分
子
)

い
ず
れ
の
民
戸
に
あ
っ
て
も
、
ウ
ィ
l
グ
ル
た

ち
で
、
父
の
金
銭
刷
物

(
遺
産
)
を
競
宇
し
て
、
た
が
い
に
け
ん
か
す
る
こ
と
が
多
い
た
め
、
今
後

は
、
彼
の
子
ど
も
た
ち
に
分
け
ま
え
を
奥
え
る
場
合
、
父
が
輿
え
た
も
の
を

取
る
よ
う
。
父
の
こ
と
は

(遺
言
)
に
は
違
背
す
る
な
。
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這
裏
祭
出
来
的
馬
牛
。

禿
禿
恰
根
前
助
附
有
。

上
位
奏
過
。

(
典
章
二
十
て
戸
部
、
祭
出
来
馬
牛
米
組
数
賀
倣
紗
)

こ
こ

(
腹
裏
|

|
中
書
省
直
轄
庖
域
)
で
摘
護
し
た
牛
馬
は
、
お
か
み
に

奏
上
し
て
ト
ト
ハに
あ
ず
け
で
あ
る
。

亦
回
開
迷
失
的
伴
笛
孟
左
丞
小
名
的
人
。
騎
着
五
筒
鋪
馬
。
矯
奏

事
去
了
上
頭
。
治
途
走
死
砧
馬
有
。
他
根
前
要
了
文
書
。
他
的
混

髄
例
的
奏
将
来
。

(典
章
三
十
六
、
兵
部
、
走
死
鋪
馬
交
階
)

エ
ヘ
ミジ

の
同
僚
で
あ
る
孟
左
丞
と
い
う
名
の
人
は
、
五
匹
の
勝
馬
に
乗

っ
て
、
奏
事
に
で
か
け
た
た
め
に
、
途
中
で
騨
馬
を
死
な
せ
た
。
彼
か
ら
文

書
を
取
り
、
彼
の
無
法
な
こ
と
を
奏
上
し
て
来
た
。

r
，A
V

〉

+
h
'刀

か
よ
う
な
「
根
前
L

の
使
用
は
要
す
る
に
例
外
的
で
あ



り
、
典
章
で
は
や
は
り
「
根
底
L

が
塵
倒
的
に
多
い
。

そ
の
こ
と

は
、
白
話
文
事
に
お
け
る
「
根
底
」
の
使
用
に
影
響
を
興
え
ぬ
は
ず

が
な
い
。
す
な
わ
ち
、
元
曲
に
見
ら
れ
る
「
根
底
」
は
、
前
掲
の
例

・

を
も
含
め
て
僅
か
数
例
に
す
ぎ
な
い
し
、
い
ま
更
た
め
て
注
意
す
る

と
、
い
ず
れ
も
韻
文
中
の
、
し
か
も
句
末
に
使
用
せ
ら
れ
て
い
る
こ

と
に
一
病
づ
か
れ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
ら
が
押
韻
の
つ
ご
う
で

や
む
な
く
「
根
前
」
の
代
り
に
使
用
せ
ら
れ
た
こ
と
を
意
味
し
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
も
は
や
軽
々
し
く
「
根
底
」
を
使
わ
ぬ
の
は
、
文
皐

作
家
の
潔
癖
を
物
語
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

根
脚
・
根
脚
裏

唐
の
李
戚
用
の
「
小
松
歌
」
と
い
う
詩
(
披
沙
集
)
に
は
、

庭
聞
土
痩
根
脚
揮
。
風
揺
雨
梯
精
神
醒
。

と
あ
り
、
そ
の
「
根
脚
」
は
地
上
に
は
う
松
の
根
を
指
す
よ
う
で
あ

る
。
だ
が
、
こ
れ
な
ど
は
む
し
ろ
例
外
で
、
語
感
か
ら
し
て
正
常
な

文
言
と
な
り
え
な
い
こ
の
語
は
、
ま
ず
白
話
と
し
で
あ
っ
た
と
い
っ

た
方
が
よ
か
ろ
う
。
「
朱
子
語
類
」
十
三
に
、

且
須
立
箇
粗
底
根
脚
。
却
正
好
着
細
慮
工
夫
。
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ま
あ
と
に
か
く
大
ざ
っ
ぱ
な
基
礎
を
う
ち
立
て
る
こ
と
が
必
要
、
そ
う
す

れ
ば
細
部
の
研
究
が
や
り
や
す
い
。

と
あ
る
よ
う
に
、
抽
象
的
に
は
「
基
礎
・
根
底
」
を
意
味
す
る
と
と

も
に
、
具
瞳
的
に
は
「
足
・
足
も
と
」
を
意
味
し
た
で
あ
ろ
う
。
元

(
鄭
徳
輝
作
〉
の
第
二
折
で
醐
越
が
王
集
を
か
ら

曲
「
王
集
登
楼
」

か
う
く
だ
り
の
努
白
は

我
盤
盤
他
的
眼
脚
。
把
文
溜
他
一
溜
。

や
つ
の
足
も
と
に
ま
つ
わ
り
、
文
聞
宇
の
こ
と
で
な
ぶ
っ
て
や
ろ
う
。

と
あ
る
、
そ
の
「
眼
脚
」
の
少
な
く
と
も
表
面
の
意
味
は
そ
の
よ
う

に
お
も
わ
れ
る
。
し
か
し
、
や
が
て
と
の
語
は
法
制
用
語
に
入
り
、

根
底
と
い
う
本
義
か
ら
そ
の
内
容
が
ま
た
別
な
方
向
で
具
瞳
的
に
局
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限
さ
れ
、
官
途
に
任
用
さ
れ
る
上
の
傑
件
資
格
と
し
て
の
「
出
身
」

を
指
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
張
相
民
が
、
元
の
張
可
久
の

散
曲
「
水
仙
子
」
の
、

淡
文
章
不
到
紫
夜
郎
。
小
根
脚
難
登
白
玉
堂
。

よ
わ
い
文
章
じ
ゃ
紫
破
郎
(
大
臣
)
に
も
な
れ
ぬ
、
け
ち
な
出
身
じ
ゃ
白

玉
堂
(
政
腐
)
に
も
登
り
か
ね
る
。

な
ど
を
掲
げ
て
例
謹
す
る
(
詩
詞
曲
語
辞
橿
樟
)
。
わ
た
く
し
は
、
前

掲
の
「
王
集
登
棲
」
の
例
も
、
裏
面
の
意
味
は
王
祭
の
文
翠
者
と
し

て
の
経
歴
買
力
を
調
べ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
と
お
も
う
。
そ
れ
は
と
も

か
く
、
張
相
氏
の
引
く
の
は
す
べ
て
文
事
作
品
中
の
例
だ
か
ら
、
こ
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こ
に
は
典
章
に
よ
っ
て
補
う
と
と
も
に
、
こ
の
語
の
も
つ
内
容
を
よ

り
正
確
に
把
握
す
る
う
え
の
参
考
に
供
し
よ
う
。

操
随
躍
告
叙
用
官
員
。
今
後
先
於
本
鹿
宮
司
。
具
入
仕
根
脚

・

歴
任
月
日

・
停
職
縁
由
。
陳
告
勘
首
。
別
無
詐
胃
。
申
覆
本
路
宮

司
。
更
矯
照
勘
相
略
。

(
山
内
議
十
、
吏
部
、
告
叙
木
路
保
申
)

各
慮
に
お
け
る
叙
用
申
告
の
官
吏
に
つ
い
て
は
、
今
後
、
先
ず
嘗
該
官
邸

で
、
仕
官
資
格

・
歴
任
月
日
・
停
職
理
由
を
そ
ろ
え
て
、
陳
告
照
合
し
て
も

ら
い
、
記
載
事
項
に
不
正
が
な
け
れ
ば
、
世
間
該
路
の
官
胞
に
申
告
、
さ
ら
に

照
会
す
る
の
が
安
蛍
で
あ
る
。

各
投
下
多
是
漢
見
契
丹
女
真
倣
蒙
古
人
的
名
字
充
達
魯
花
赤
。

今
後
委
付
蒙
古
人
者
。
若
無
阿
。
於
有
根
脚
色
白
人
内
選
用
。

(
典
章
九
、
吏
部
、
有
姓
遂
魯
花
赤
革
去
)

各
投
下
|
王
族
・
功
臣
の
采
巴
ー
で
は
大
て
い
漢
人

・
契
丹
人

・
女
同
県
人

を
、
蒙
古
人
の
名
に
し
た
て
て
ダ
ル
ガ
チ
l
蒙
古
側
長
官
l
に
任
用
す
る

が
、
今
後
は
曲
家
古
人
に
委
任
せ
よ
。
も
し
(
家
古
人
に
適
任
者
が
)
な
け
れ

ば
、
仕
官
資
格
の
あ
る
色
白
人
|
西
方
系
の
外
関
人
1

中
か
ら
、
選
用
す
る

こ
と
。更

有
蹴
了
名
分
嫌
遠
不
去
赴
任
的
。
倣
根
脚
再
求
仕
的
也
有
。

(
典
章
新
集
、
吏
部
、
璽
惜
名
爵
)

さ
ら
に
、
名
義
を
か
せ
ぎ
な
が
ら
、
途
方
を
き
ら
っ
て
赴
任
し
な
か
っ
た

も
の
が
、
そ
れ
を
履
歴
と
し
て
仕
官
を
求
め
る
も
の
も
い
る
。

さ
ら
に
、
そ
の
「
根
脚
」
の
具
鰻
的
な
内
容
と
し
て
は
、
元
興
章

に
牧
め
る
申
告
書
或
い
は
履
歴
書
の
書
式
中
に

つ
ぎ
の
如
く
見
え

て
い
る
。

本
宮
根
脚
。
原
係
是
何
出
身
。

(
原
注
云
。
謂
承
襲

・
承
縫

・

底
叙

・
吏
員

・
儒
業

・
軍
功
等
)
直
一
玄
入
仕
縁
由
。
:
:
:

そ
の
官
吏
の
履
歴
(
仕
官
資
格
)
は
、
も
と
何
の
出
身
で
あ
る
か
。

文
省
略
)
、
す
ぐ
つ
づ
け
て
仕
官
理
由
を
の
べ
る
。

注

さ
ら
に
、
こ
の
語
は
入
矢
義
高
数
授
の
数
一不
に
よ
れ
ば
一
種
の
修

飾
語
と
し
て
も
使
用
せ
ら
れ
る
。

綴
廓
居
軍
中
久
。
築
怒
縦
無
検
束
。
居
朝
快
快
不
祭
。
朝
士
往

往
軽
之
。
謂
其
非
根
脚
宮
人
。

(
庚
申
外
史
、
下
)
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鎖
廓
は
久
し
く
軍
中
に
あ
っ
て
、
自
由
奔
放
の
生
活
を
築
し
ん
で
い
た
の

で
、
朝
廷
に
あ
っ
て
は
快
快
と
し
て
幾
し
ま
ず
、
同
僚
は
し
ば
し
ば
彼
を
軽

蔑
し
た
。
彼
が
元
か
ら
の
宮
人
で
な
い
(
軍
人
出
身
を
指
す
)
か
ら
と
い
う

の
で
あ
る
。

さ
て

「
根
脚
」
と
い
う
語
は
、
右
の
ご
と
く
ま
ず
「
足
も
と
」

「
基
礎
」
と
い
う
原
義
よ
り

「
出
身
」

「
出
仕
資
格
」

「
履
歴
」

の
意
に
輔
ず
る
が
、

そ
れ
ら
は
要
す
る
に
な
お
白
話
の
用
法
に
属
す

る
。
と
こ
ろ
が
、

直
諜
睦
の
部
分
に
は

そ
の
同
じ
「
根
脚
」
が

「
裏
」
字
を
伴
う
て
副
詞
化
し

「
本
来
」

「
起
初
」
な
ど
と
ほ
と



ん
ど
費
り
な
く
使
用
住
ら
れ
る
。

金
銀
是
紗
的
本
有
。
根
脚
一
袋
立
紗
法
時
節
。
只
交
各
路
裏
存
留

着
倣
紗
本
有
。
腰
道
立
定
来
。

(
典
章
二
十
、
戸
部
、
存
留
紗
本
V

金
銀
は
紙
幣
の
本
で
あ
る
。
は
じ
め
幣
制
を
定
め
た

j

時
に
は
、
『
各
路
に

(
金
銀
を
)
と
ど
め
て
、
紗
本
1

準
備
金
!
と
さ
せ
よ
』
と
定
め
ら
れ
た
。

這
的
毎
根
脚
裏
是
匠
人
有
。
阿
里
海
牙
使
見
識
。
交
軍
数
日
裏

入
去
来
。

(
典
章
三
十
四
、
兵
部
、
造
作
軍
人
休
数
出
征
)

こ
れ
ら
は
、
も
と
も
と
匠
人
で
あ
る
の
を
、
ア
リ
ハ
イ
ヤ
が
わ
る
知
懇
を

は
た
ら
か
せ
て
、
箪
の
要
員
中
に
入
れ
さ
せ
た
。

こ
の
用
法
は
ま
た

か
の
「
孝
経
直
解
」
の
申
に
も
指
摘
さ
れ
る
。

因
這
般
町
。

不
須
巌
粛
阿
。

聖
人
行
的
数
道

・
政
事
。

自
家

成
有
。
是
他
根
脚
裏
元
有
那
小
孝
順
的
心
来
。

(
聖
治
章
第
九
「
聖

人
之
数
、
不
粛
而
成
、
其
政
不
殿
而
治
、
其
所
因
者
本
也
」
の
注
解
)

こ
ん
な
次
第
だ
か
ら
、
聖
人
が
行
な
う
教
化

・
政
治
は
、
必
ず
し
も
厳
粛

に
や
ら
な
く
て
も
、
お
の
ず
と
成
功
す
る
。
か
れ
に
は
初
め
か
ら
そ
の
孝
養

の
心
が
あ
っ
た
か
ら
。

こ
の
種
の
「
根
脚
裏
」
が
直
課
瞳
の
部
分
に
の
み
見
え
る
の
は
、

蒙
古
語
の
原
文
で
同
一
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
た
め
で
あ
ろ
う

か
。
い
ま
、
資
料
的
に
は
そ
れ
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

497 

其

間

い
う
ま
で
も
な
く
こ
の
語
は
本
来
文
言
と
し
て
存
し

「其
」

は
指
示
調
と
し
て
の
任
務
を
は
た
し
つ
つ
、
二
字
の
用
法
は
専
ら
空

間
的
に
限
定
さ
れ
て

い
る
。

有
竹
一
頃
徐
。
肴
木
上
参
天
。
杜
鵠
暮
春
至
。

哀
哀
叫
其
問
。

(
杜
甫
「
杜
鵠
」
詩
〉

住
近
塩
江
地
低
調
機
。
資
産
苦
竹
遺
宅
生
。
其
間
旦
暮
聞
伺
物
。

杜
鵠
暗
血
猿
哀
鳴
。
(
白
居
易
「
琵
琶
引
」
)

我
向
其
間
詑
葉
。

(
組
長
卿
「
臨
江
仙
」
詞
〉

-65-

と
こ
ろ
が
、
こ
の
語
が
臼
話
に
用
い
ら
れ
る
と
、

が
指
示
調
と
し
て
の
使
命
を
失
い
、

い
つ
し
か
「
其
」

「
其
間
」

二
字
が
「
裏
頭
」
と

同
じ
意
味
を
も
ち
、
あ
ら
た
に
白
話
の
指
示
詞
「
那
」

「
這
」
を
件

い
さ
え
す
る
。

況
弊
寺
其
間
多
有
寮
合
。

(
董
西
席
、

一
、
奥
一
孟
一
日
子
)

ま
し
て
嘗
寺
の
う
ち
に
は
宿
舎
が
あ
ま
っ
て
ご
ざ
る
。

火
急
関
紙
仔
細
讃
。
元
来
是
一
首
新
詩
。
披
味
。
那
其
間
意
思
。

知
綜
獲
青
紫
。

(
問
、
四
、
安
公
子
嫌
)

急
ぎ
開
封
仔
細
に
よ
め
ば、

ζ

れ
ぞ
新
作
の
詩
一
首
。
う
ち
な
る
意
味
を

讃
み
と
り
て
、
知
る
は
貴
官
に
就
か
れ
し
お
も
き
。



498 

十
一

・
二
世
紀
の
交
に
作
ら
れ
た
語
り
物
「
董
西
廟
」

「
其
間
」
が
右
の
例
を
あ
わ
せ
て
お
よ
そ
十
見
さ
れ
、
う
ち
指
示
調

で、

は

を
件
わ
ぬ
も
の
に
は

い
く
ら
か
文
言
に
傾
く
も
の
も
含
ま
れ
る
よ

う
だ
が
、
恒
間
的
用
法
を
も
っ
貼
で
は
、
少
な
く
と
も
み
な
一
致
し

て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
よ
り
一
世
紀
あ
ま
り
降
っ
た
元
朝
に
至

る
と
、
文
撃
作
品
に
闘
す
る
限
り
-

看
喜
怒
其
間
劇
筒
意
見
。
(
王
賞
甫
作
「
西
絹
記
」
第
七
折
青
秋
見
)

さ
て
、
喜
怒
の
い
ず
れ
や
書
中
の
お
も
む
き
見
ん
。

我
只
見
前
山
掩
映
蒼
蒼
樹
。

「
楚
昭
公
」
第
三
折
要
該
児
)

那
其
間
必
有
埋
伏
。

(
鄭
廷
玉
作

ゆ
く
て
の
山
に
見
え
か
く
る
、
背
々
と
し
た
木
の
茂
み
、

あ
そ
こ
に
は
き

っ
と
伏
勢
が
あ
ろ
。

他
意
見
難
提
起
。
這
其
間
就
裡
我
自
知
。

問
、
太
師
引
)

(ぃ両
則
誠
作
「琵
琶
記
」

あ
の
人
の
こ
こ
ろ
は
い
い
か
ね
る
、
そ
こ
の
事
情
は
あ
た
し
に
わ
か
る
。

の
よ
う
な
空
間
的
用
法
の
「
其
間
」
は
急
激
に
減
少
す
る
。
他
の
お

び
た
だ
し
い
用
例
は

み
な
新
た
に
時
間
的
用
法
を
獲
得
し

し
カ〉

も
、
常
に
指
示
詞
「
這
」

「
那
」
の
い
ず
れ
か
を
件
い
つ
つ

其
間
」
は

「
い
ま
」
、
寸
那
其
間
」
は
「
か
の
時
」
を
意
味
し
て
、
小

説

・
戯
曲
中
に
習
用
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
其
間
」
が
躍
に

「
と

き
」
を
意
味
し
て
用
い
ら
れ
る
か
ら
に
は
、

う
表
現
が
あ
っ
て
も
よ
い
の
に
、
そ
れ
に
は
「
時
節
」
「
時
分
」
「
時

候
」
な
ど
が
用
い
ら
れ
、
「
其
間
」
は
ふ
し
ぎ
に
も
「
這
其
間
」
「
那

「
・:
:
的
其
間
」
と
い

其
間
」
の
形
で
し
か
現
わ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

そ
の
同
じ
「
其
間
」
が
元
典
章
に
至
る
と
、
同
じ
時
代
の
も
と
に

あ
り
な
が
ら

ま
た
異
な
る
用
法
を
呈
す
る

6

ま
ず
、
時
間
的
用
法

と
し
て
は
、

「
這
其
間
」

「
那
其
間
」
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
前
記

の
「
・
:
:
:
:
的
其
問
」
と
い
う
形
も
、
こ
こ
で
は
し
ば
し
ば
見
う
け

ら
れ
る
。

。o
p
n
v
 

行
省
首
領
官
令
史
宣
使
勾
首
的
其
問
。被
廉
訪
司
呼
喚
着
問
有
。

(
典
章
六
、
喜
一綱
、
整
治
旅
訪
司
)

行
省
の
首
領
官

・
令
史

・
宣
使
が
公
務
執
行
の
と
き
、
陣
取
訪
司
に
呼
ば
れ

て
取
り
調
べ
ら
れ
る
。

那
言
語
輔
衆
一
俺
根
底
阿
。

的
。
委
付
着
俺
的
其
問
。
窓
生
不
題
説
的
。

有
醐
恒
例
阿
。

依
着
行
。

却
無
櫨
例

(
典
章
凹
、
朝
綱、

突

事
経
由
中
番
省
)

「這

そ
の
お
こ
と
ば
(
中
書
省
を
経
ず
に
直
接
許
可
を
得
た
聖
旨
)
が
わ
れ
わ
れ

(中
脊
省
官
)
の
も
と
に
縛
迭
さ
れ
た
際
、
法
規
制
門
例
の
あ
る
場
合
は
、
そ

の
と
お
り
に
施
行
し
ま
す
が
、
法
規
則
例
の
な
い
も
の
が
、
わ
れ
わ
れ
に
委

任
さ
れ
た
時
に
は
、
ど
う
し
て
、
申
し
あ
げ
ず
に
お
け
ま
し
ょ
う
か
。



の
そ
れ
と
誤
認
さ
れ
易
く
、
句
讃
を
誤
る
お
そ
れ
も
あ
る
。

こ
の
場
合
、
時
と
し
て
「
的
」
字
が
省
略
さ
れ
る
と
、
特
に
文
言

今
日
後
支
俸
阿
。
月
護
其
間
交
興
者
。

(
典
章
十
五

飯
事
故
俸
例
)

今
後
俸
給
を
支
給
す
る
に
は
、
月
の
移
り
に
支
給
さ
せ
よ

戸
部
、
告

ト
を
指
す
「
其
間
」

一
つ
の
賓
が
り
を
示
す

ま
た
、
同
じ
時
間
的
用
法
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
に
一
つ
の
ポ
イ
ン

す
な
わ

に
封
し

ち
、
邦
課
す
れ
ば

「
あ
い
だ
」
を
意
味
す
る
「
其
間
」
も
指
摘
さ
れ

る

(
典
章
三
十
四
、

幅
密
院
家
五
衛
首
向
戸
千
戸
百
戸
官
人
毎
。
十
年
其
間
裏
。
軍
人

毎
根
底
。4
二
十
高
定
紗
斉
欽
来
也
者
。

兵
部
、
禁

軍
費
欽
銭
物
)

植
密
院
五
衡
の
高
戸
・
千
戸
・
百
戸
の
官
人
ら
は
、
十
年
の
聞
に
、
軍
人

た
ち
か
ら
、
二
十
寓
錠
は
ま
き
あ
げ
た
で
し
ょ
う
。

以
上
の
「
其
間
」
は
す
べ
て
時
間
的
用
法
に
属
す
る
が
、

文
で
も

同
じ
構

つ
ぎ
の
用
例
は
も
は
や
空
間
的
用
法
と
の
中
聞
を
浮
滋
す

る
、
か
と
お
も
わ
れ
る
。
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今
後
内
外
大
小
一
切
軍
務
勾
賞
。
欽
依
世
租
皇
帝
定
制
。
諸
王

附
馬
各
筒
門
官
人
毎
近
侍
人
員
不
干
磁
的
。
不
棟
是
誰
。
越
薄
着

植
密
院
。
他
毎
的
勾
首
其
間
侵
入
。
休
去
奏
者
。

(
典
章
三
十
四
、

兵
部
、
怒
治
軍
人
傑
蜜
)

今
後
、
内
外
大
小
す
べ
て
の
軍
事
任
務
は
、
世
租
皇
帝
の
錠
に
欽
依
し
、

諸
王
・
騎
馬
関
係
各
官
艇
の
官
人
ら
・
近
侍
官
ら
の
、

(
軍
務
に
)
閥
係
な

い
も
の
は
、
誰
で
あ
ろ
う
と
も
、
福
密
院
を
と
び
こ
え
て
、
か
れ
ら
の
事
務

の
な
か
に
さ
し
出
て
上
奏
し
て
は
な
ら
ぬ
。

そ
し
て

「其
間
」
は
や
が
て
元
典
章
の
中
で
も
、
完
全
に
空
間

的
な
用
法
を
も
っ
。
た
だ
し
、

そ
れ
は
主
と
し
て
「
白
其
間
」

自

己
其
間
」
と
い
う
典
章
特
有
の
表
現
に
お
い
て
で
あ
る
。

僧
俗
相
犯
重
刑
者
。
輿
管
民
官
一
庭
問
了
@

是
倣
重
罪
過
来

-67ー

的
。
招
伏
了
阿
。
分
付
管
民
官
。
軽
罪
過
的
。

自
己
其
間
倣
罪
過
的
。
則
敬
和
尚
毎
頭
目
断
者
。

刑
部
、
借
入
自
犯
重
刑
)

一
虎
断
者
。
和
尚

(
典
章
三
十
九
、

借
・
俗
の
聞
で
重
大
な
罪
を
犯
し
た
も
の
は
、
管
民
宮
と
一
し
ょ
に
取
り

調
べ
、
重
罪
を
犯
し
た
も
の
な
ら
、
白
状
し
て
か
ら
管
民
宮
に
わ
た
し
、
経

罪
の
も
の
は
、
一
し
ょ
に
裁
列
せ
よ
。
僧
侶
自
身
の
閲
で
罪
を
犯
し
た
も
の

は
、
僧
侶
た
ち
の
長
だ
け
に
裁
判
さ
せ
よ
(
則
H
ロハ)
。

蒙
古
軍
人
自
其
間
裏
相
告
的
勾
嘗
有
阿
。
院
宮
人
毎
問
者
。
其

徐
箪
民
相
犯
。

十
三
、
刑
部
、
軍
民
調
訟
約
曾
)

不
棟
甚
腹
勾
嘗
有
阿

約
曾
著
問
者
。

(
典
章
五

蒙
古
軍
人
同
志
で
告
訴
事
件
が
お
き
れ
ば

(
枢
密
)
院
官
ら
が
取
り
調
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べ
よ
。
そ
の
ほ
か
、
軍
民
双
方
聞
の
犯
罪
で
、
な
に
ご
と
が
起
こ
ろ
う
と

も
、
(
管
箪
官
と
管
民
官
が
)
約
曾
し
て
取
り
調
べ
よ
。

と
こ
ろ
で
、
直
課
僅
に
お
け
る

「
其
間
」
が
こ
の
よ
う
に
一
般
白

話
と
や
や
異
な
る
用
法
を
示
す
理
由
は
、
き
わ
め
て
簡
車
で
あ
る
。

ふ
た
た
び

H
W
E
の
町
田

B
E
E
Y
氏
の

書
に
引
か
れ
る
、

'
現
存
の
蒙

漢
封
照
文
に
よ
れ
ば
、「
其
間
衷
」
に
封
臨
服
す
る
蒙
古
語
は

吉
区

E
で
、

原
語
白
艦
が
す
で
に
時
関
空
間
の
雨
用
に
供
せ
ら
れ
、

そ
の
た
め
、

あ
た
か
も
同
じ
用
法
を
も
っ
「
其
間
」
が
忠
質
な
る
課
語
と
し
て
選

ば
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
同
じ
く

「
と
き
」
を
意
味
し

な
が
ら
も

た
と
え
ば
原
語
が
躍
に
時
間
的
用
法
し
か
も
た
な
い

(
大
都
に

い
た
時
に
書
い
た
|
|
前
掲
書

H
y
gJ
E
)
の
如
く

「
時
分
」
と

σgmg-=
な
ら

「
大
都
有
的
時
分
潟
来
」

た
と
え
ば

咽押
し、

原
語
が

t
』白

E
・白
=
な
ら
「
其
間
」
と
課
す
る
と
い
う
殿
山
田

さ
が
、
通
課
や
翻
諜
官
(
通
事

・
課
史
)
の
聞
に
い
つ

し
か
約
束
さ

れ
て
い
た
と
想
像
さ
れ
る
の

で
あ
る
。

:・
的
一
般

ご
般
」
そ
の
も
の
は
い
う
ま
で
も
な
く
「
一
様
」
と
同
義
だ
が

宋
元
期
に
は
む
し
ろ
こ
の
方
が
贋
く
行
な
わ
れ
て
い
た
。
そ
の
こ
と

に
問
題
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
直
課
韓
に
は

「
:
:
・
的
一
般
L

と
い

う
表
現
が
、
断
定
断
言
を
避
け
て

「
:
:
:
の
よ
う
だ
」
と
い
う
意
味

で
時
お
り
出
現
す
る
。

江
南
来
的
官
員
客
放
軍
人
。
並
諸
色
人
毎
。
就
江
南
百
姓
人
家

並
無
男
児
底
婦
人
根
脚

(
街
?
)
底
。
倣
娘
婿
来
将

来
。
御
行
蛸
昧
。
買
興
諸
人
魚
担
。
不
便
首
的
一
般
。

的
女
該
見
。

(典
章
十

八
、
戸
部
、
短
口
不
安
良
人
)

江
南
に
来
た
宮
員
・
旋
商
人

・
軍
人
お
よ
び
諸
種
の
人
た
ち
が
、
江
南
の

人
民
の
家
の
む
す
め
、
お
よ
び
夫
の
な
い
女
を
、
妻
と
し
て
つ
れ
て
ゆ
き
な

が
ら
、
だ
ま
し
て
人
人
の
奴
隷
に
寅
る
の
は
、
不
つ
ご
う
に
お
も
わ
れ
る
。

如
今
宮
人
毎
常
着
大
牌
子
金
牌
銀
牌
多
底

一
般
。
:
:
:
品
従
官

n
R
u
 

no 

人
ο

合
輿
甚
牌
子
明
白
了
阿
。
不
合
興
牌
子
底
。
迫
枚
入
官
。
這

般
阿
。・
宜
底
一
般
。

(
典
章
二
十
九
、
礎
部
、
退
校
牌
面
)

た
だ
今
、
宮
人
ら
は
大
牌
子

・
金
牌
・
銀
牌
を
お
び
て
い
る
の
が
多
い
よ

う
で
す
。
:
口
問
従
の
官
人
は
、
何
の
牌
子
を
あ
た
え
る
べ
き
か
は
っ
き
り

さ
せ
(
れ
ば
)
、
不
笛
に
牌
子
を
輿
え
て
い
た
の
は
、と
り
も
ど
し
て
官
に
絞

め
る
、
こ
の
よ
う
に
す
れ
ば
よ
ろ
し
い
よ
う
で
す

e

孔
夫
子
加
封
名
披
。

翰
林
集
賢
院
宮
人
他
毎
的
言
語
是
的

般
。

(
曲
阜
加
封
孔
子
聖
旨
致
祭
碑
・|

|
「
元
代
白
話
碑
集
録
」
枚
)

孔
子
の
加
封
名
放
は
、
翰
林
集
賢
院
の
宮
人
ら
の
申
し
ま
す
の
が
、
も
っ

と
も
な
よ
う
に
お
も
わ
れ
ま
す
e

這
般
小
心
常
常
伯
的
一
般
町
。
便
似
在
深
水
薄
氷
上
行
。
則
伯



有
失
錯
的
一
般
有
着
。

(
孝
経
直
解
、
諸
侯
章
第
三
「
戟
己
競
ミ
、
如

臨
深
淵
、
如
履
薄
氷
」
の
注
解
)

こ
の
よ
う
に
気
を
つ
け
て
い
つ
も
恐
れ
る
よ
う
に
し
て
れ
ば
、
ち
ょ
う

ど
、
深
い
水
・
う
す
い
氷
の
と
こ
ろ
を
ゆ
き
、
た
だ
失
策
を
し
ま
い
か
と
お

そ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

這
三
件
見
一
タ
勾
嘗
不
去
了
阿
。
毎
日
家
信
生
般
飲
食
奉
養
。
雌

億
地
問
。
也
是
不
孝
順
的
一
般
。
(
問
、
紀
孝
行
章
第
十
コ
ニ
者
不
除
、

雄
日
用
三
牲
之
養
、
猶
震
不
孝
也
」
の
注
解
)

こ
の
三
つ
の
悪
い
こ
と
を
と
り
去
ら
ね
ば
、
毎
日
ど
の
よ
う
に
飲
食
の
せ

わ
を
し
て
も
、
こ
ん
な
に
し
て
も
、
や
は
り
親
不
孝
だ
と
お
も
わ
れ
る
ロ

一
般
白
話
に
お
い
て
は
、
あ
る
事
態
を
類
似
の
事
態
に
た
と
え
て

「
便
似
:
:
:
一
般
(
似
的
ど
と
い
う
こ
と
は
あ
る
が
、
右
の
ご
と

く
断
言
を
さ
け
て
い
う
場
合
に
使
用
せ
ら
れ
る
こ
と
は
見
な
い
よ
う

だ
し
、
少
な
く
と
も
「
的
」
字
を
伴
う
用
例
は
紹
無
で
あ
る
。
こ
れ

も
典
章
直
課
瞳
に
濁
特
の
表
現
で
あ
る
と
お
も
わ
れ
る
。

(1)追

記五
十
二
頁
の
下
段
で
、
筆
者
が
「
大
元
海
運
記
」
な
れ
ば
こ
そ
云
云
と

い
っ
た
の
は
、
説
明
不
足
の
そ
し
り
を
免
れ
ま
い
。
筆
者
の
直
感
で
は
、

「
大
元
海
運
記
」
に
し
ろ
、
「
大
元
馬
政
記
」
に
し
ろ
、
「
経
世
大
典
」

中
の
文
章
は
、
お
そ
ら
く
ぶ
っ
つ
け
に
書
か
れ
た
文
言
で
は
な
く
、
も

と
蒙
古
文
を
直
諌
し
た
白
話
文
を
、
さ
ら
に
文
言
に
翻
調
押
し
た
も
の
で
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(2) 

あ
る
、
少
な
く
と
も
そ
う
い
う
資
料
に
撮
っ
た
も
の
が
重
要
部
分
を
占

め
て
い
る
、
と
想
像
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
そ
れ
ら
を

元
典
章
の
女
章
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
容
易
に
了
解
さ
れ
る
は

ず
で
あ
る
ロ

無
法
な
行
震
を
な
し
た
場
合
、
「
お
そ
れ
な
い
で
ど
う
す
る
」
と
い
う

「
不
伯
那
甚
座
」
は
、
確
か
に
奇
妙
な
表
現
で
あ
る
。
そ
の
奇
妙
さ
は

「
伯
」
字
の
用
法
が
や
や
尋
常
で
な
い
こ
と
に
も
因
る
。
こ
こ
で
は

「
お
そ
れ
る
」
が
、
「
お
そ
ろ
し
い
思
い
を
す
る
」
こ
と
か
ら
、
よ
り

具
躍
的
に
は
、
「
法
の
恐
ろ
し
き
を
知
る
」
「
痛
い
め
に
あ
う
」
と
い

う
こ
と
ま
で
意
味
し
よ
う
。
「
罪
を
犯
せ
ば
、
法
の
恐
ろ
し
き
を
知
ら

ず
に
は
す
ま
ぬ
ぞ
」
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
つ
い
で
に
、
と
れ
は
引
用

す
る
ほ
ど
で
な
い
か
も
し
れ
ぬ
が
、
「
孝
経
直
解
」
三
才
章
第
七
の

コ
一
小
之
以
好
悪
、
而
民
知
禁
」
の
注
解
に
、

好
的
一
タ
的
勾
嘗
。
先
教
知
道
阿
。
百
姓
自
家
伯
也
有
。

よ
い
こ
と
、
わ
る
い
こ
と
を
先
に
知
ら
せ
て
お
け
ば
、
民
は
自
分
で

|
ひ
と
り
で
に
|
お
そ
れ
る
で
あ
ろ
う
(
「
有
」
は
「
者
」
の
誤
り

で
あ
ろ
・
フ
)
。

と
あ
る
の
は
、
多
少
の
参
考
に
な
る
だ
ろ
う
。
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Notes on the Language of the Yiian-tien-chang 元典章（Ｉ）

―The Yiian Vulgar Language in the Chinese Metaphrased

　　　　　　　　　　　

from Mongolian―

　　　　　　　　　　　　　　　　　

ＫｅｎｉｉＴａｎａｈａ

　　

Due to peculiar requirement for metaphrasing Mongolian verbatim

into Chinese, a language belonging to another family, the vulgarism

found in the Chinese metaphrased from Mongolian in the Yiian-tien-

chang is different in expression and usage from the vulgar Chinese

in general of the Yiian period. The author discusses　differences in

usage of the following words and phrases ； 戸Ｓ……nk　ｓｈｅｍｍ^不……

那甚廳，……ffe ｙｉｐａｎ・･･●･●的一般，ｋｅｎti根底, ｋｅｎｃｈ‘ie？ｔ根前，　ｋｅｎｈｉａｏ

根脚，瓦‘ｉｋｉｅｎ其間, tup'i肛皮．

- ２


